
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
は

年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で
大
切
に
保
管
を

inform
ation 

　
過
去
５
年
以
内
に
納
め
忘
れ
た
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
後
納
制
度
」

が
始
ま
り
、
平
成
２７
年
１０
月
１
日
か
ら
３
年
間
限

り
の
特
例
と
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
納
め
忘
れ
な
ど
で
納
付
期
間
が
不
足
し
、
年
金

受
給
資
格
が
な
い
人
は
未
納
分
を
納
め
る
こ
と

で
、
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
未
納
期
間
が
少
な
く
な
る
こ
と
で
、
年

金
受
給
額
が
増
え
ま
す
。
詳
細
は
下
記
へ
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
交
通
災
害
共
済
で
は
、
掛
金
収
入
に
見
合
う
見
舞
金
制
度
へ
の
改
正
を
行
い
、
平
成
２８
年
度

か
ら
見
舞
金
等
級
の
見
直
し
と
見
舞
金
額
の
減
額
を
行
い
ま
す
。

※ 

平
成
２８
年
３
月
３１
日
ま
で
に
発
生
し
た
事
故
に
よ
る
見
舞
金
請
求
は
、
従
来
の
等
級
表
で
の

請
求
と
な
り
ま
す
。

■
掛
金　
１
人　
５
0
0
円

■
新
見
舞
金
等
級
表

区　
分

災
害

等
級

災
害
の
程
度

見
舞
金
額

自動車安全運転センター都道府県（方面）事務所長（警
察署長を含む）が交付する交通事故証明書又はその
交通の運行に関する権限を有するもの（個人を除く）
が発行する証明書を添付したもの

一

死
亡

百
万
円

二

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政

令
第
二
百
八
十
六
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
後
遺
障

害
及
び
別
表
第
二
の
第
一
級
に
該
当
す
る
後
遺
障
害

百
万
円

三

医
師
の
治
療
を
受
け
る
た
め
の
入
院
・
通
院
実
日
数

（
以
下
「
入
院
等
日
数
」
と
い
う
。）
が
百
五
十
日
以

上
の
傷
害

十
万
円

四

入
院
等
日
数
が
百
日
以
上
の
傷
害

五
万
円

五

入
院
等
日
数
が
五
十
日
以
上
の
傷
害

三
万
五
千
円

六

入
院
等
日
数
が
二
十
五
日
以
上
の
傷
害

二
万
五
千
円

七

入
院
等
日
数
が
十
日
以
上
の
傷
害

一
万
五
千
円

右記の証明
書を添付し
ないもの

八

死
亡
又
は
入
院
等
日
数
が
二
十
五
日
以
上
の
傷
害

二
万
円

九

入
院
等
日
数
が
十
日
以
上
の
傷
害

一
万
二
千
円

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額
が
所
得
税
・
住
民
税
等
の
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

控
除
で
き
ま
す
。
そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら
１２
月
３１
日
ま
で
に
納
付
し
た
保
険
料
が
対
象
で
、

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
す
る
場
合
に
は
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

の
添
付
が
必
要
で
す
。
納
め
忘
れ
な
ど
が
あ
る
場
合
も
、
年
内
に
納
付
す
れ
ば
今
年
度
分
の
控

除
と
し
て
申
請
で
き
ま
す
。

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
証
明
書
が
届
い
た
ら
、
申
告
を
行
う
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
場
合
も
、
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、
家
族
宛
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
申
告
書
等
に
添
付
し
て
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
佐
賀
年
金
事
務
所　
☎
３１

−
4
１
9
１

受
付
時
間　
月
曜
日
～
金
曜
日　
8
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

▼
問
い
合
わ
せ　
市
民
生
活
課 

生
活
環
境
係　
☎
７５

−

6
１
１
７

佐
賀
県
市
町
総
合
事
務
組
合　
☎
２５

−

２
３
５
4

国
民
年
金
保
険
料
の
「
５
年
の
後
納
制
度
」
を
受
け
付
け
ま
す

交
通
災
害
共
済
か
ら
の
お
知
ら
せ

inform
ation

inform
ation 

市
民
生
活
課

▼
問
い
合
わ
せ　
佐
賀
年
金
事
務
所　
☎
３１

−

4
１
9
１

市
民
生
活
課 

保
険
年
金
係　
☎
７５

−

２
１
５
9

■
問
い
合
わ
せ

　
◯
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
0
５
７
0

−

0
１
１

−

0
５
0

受
付
時
間

　
月　
曜　
日　
8
時
３０
分
～
１９
時

　
火
～
金
曜
日　
8
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

　
第
２
土
曜
日　
9
時
３０
分
～
１６
時

い
つ
送
付
さ
れ
て
く
る
の
？

１
月
１
日
〜
９
月
末
日
ま
で
の
間
に
納
付
さ
れ
た
人

11
月
上
旬
〜

➡

1０
月
１
日
〜
1２
月
末
日
ま
で
の
間
に
今
年
初
め
て
納
付
さ
れ
た
人

平
成
２８
年
２
月
上
旬
〜

➡
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